
草刈り隊の存続危機(隊員募集)

「自分たちが使う公園は自分たちで清掃する」という考えから、松河戸区は、令和元
年５月１日「草刈り隊」を発足させました。
有償ボランティア団体として区民に広く募集をかけることとしました。
発足時の隊員は５人(区会役人４人、区民１人)ですが、草刈り隊で清掃管理を運営し、

広く区民の方が参加していただくことは、区民の親睦を図ることとして、新聞にも載り
市外からも多くの問い合わせがありました。
当初 5 人程度で出発した草刈り隊は、最盛期には 10 人程になりましたが、メンバー

の高齢化、猛暑日の増加、隊長の体調不良などや宣伝不足などもあり、現在は 3～4人程
で行っている状態です。
年間 38 万円程で、市からの委託を受け、堤越、段下、城田、安賀の 4公園の清掃管理

を任されていますが、今の現状では来年度は市へ返すしかありません。
時間のある時や好きな時に隊員が気楽に参加できるのが「草刈り隊」の目指していた

ものでしたが、そのためには 10 人程のメンバーが必要です。少なくてもあと 2～3人程
の方が声をかけて頂けば存続可能です。
市との委託契約であるため多少の条件がありますが、草刈り隊のメンバーで自由に実

施内容を決めて頂けます。
区民の方の参加をお待ちしています。また御意見等をお聞かせください。

  ご協力いただける方は、公民館のポストに「草刈り隊メンバー加入希望」と書いて

投函ください。

〇市との委託内容

➀ 除草・清掃 各公園年 4回以上(時期として 5,7,9,10 月を目安とする)
② 空き缶、ゴミ等の集積 (随時)
③ 報告書の提出
(7 月、10 月に行っている区民全員による公園清掃は、この委託内容に含まれています)

〇松河戸区と草刈り隊の取り決め

➀ 区民全員による公園清掃日以外の作業については、草刈り隊で実施し、参加者に 1
時間の作業につき千円支払う

② 作業内容は、草刈り機による除草、除草の集積、ほうき等による清掃、空き缶、
ゴミ等の集積、(草刈り機を使える必要はありません)
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草刈り隊発足時の新聞掲載記事


